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《第１部》第 1種施設 

 

 

Ⅰ 調査概要 
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1．調査の概要 

（１）調査目的 

健康増進法の改正（H30.7）に伴い、令和元年７月から行政機関の庁舎等の第１種施設は原則

敷地内禁煙とされ、望まない受動喫煙の防止が義務付けられたことから、県内の施設における受

動喫煙防止対策の実施状況や今後の予定を把握し、さらに対策を推進するための基礎資料とす

る。 

 

（２）調査対象施設 

第１種施設（前回調査［H28年度］の対象施設のうち、第１種施設） 

施設分類 対象施設 

医療機関 病院 

児童福祉施設 保育所、児童館、地域子育て支援センター等 

学校 

幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、高等学校、

中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専門学校

等 

官公庁 
国の機関、県庁、県地域機関、その他上記いずれにも該当しな

い県有施設（※）、市町村役所・役場、市町村支所・出張所等 

※次の施設は対象外 

〇住宅用施設 

〇人の滞在を前提としない施設（倉庫など） 

〇屋外施設 

 

（３）調査方法 

対象施設に対して調査票を郵送し、インターネット（専用のフォームより入力）、電子メール、

ＦＡＸにより回収。 

 

（４）調査内容 

  ア 施設で実施している受動喫煙防止対策 

  イ 今後の対策の予定 

  ウ 敷地内全面禁煙を実施できない理由及び課題 

  エ 受動喫煙防止対策に関する意見 

 

（５）調査基準日 

  令和 2年 10月 1日 
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2．用語解説 

【受動喫煙】 

 室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること。 

 喫煙者本人が吸い込む煙（主流煙）よりも喫煙者が持つたばこの先から立ち上がる煙（副流煙）の

方が有害物質を多く含んでおり、それを周囲の人が吸い込むことによって健康に悪影響を及ぼすこ

とが研究報告で指摘されている。 

 

【敷地内全面禁煙】 

 屋内及び屋外を完全に禁煙としている状態。 

屋外に敷地を持たない施設における屋内禁煙の場合も含む。 

 

【敷地内禁煙】 

 屋内を完全に禁煙とし、屋外も原則禁煙とするが、特定屋外喫煙場所を設置している状態。 

 

【特定屋外喫煙場所】 

 敷地内の屋外で、施設の利用者が通常立ち入らない場所に区画され、喫煙することができる場所

である旨を記載した標識を掲示して設置する喫煙場所。 

 

【敷地内禁煙でない】 

 特定屋外喫煙場所を定めずに敷地内の屋外で喫煙させている、または、屋内に喫煙可能な場所が

ある状態。 
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Ⅱ 調査結果 
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1．受動喫煙防止対策の実施状況 

【問１】貴施設が現在実施している受動喫煙防止対策はどれですか。 

あてはまるもの１つを選択してください。 

○「敷地内全面禁煙」を実施している施設は、全体の 95.0％ 

○「敷地内全面禁煙」又は「敷地内禁煙」（特定屋外喫煙場所を設置）を実施している施設は、

全体の 99.8％ 

（１）施設分類別 

   受動喫煙対策として「敷地内全面禁煙」を実施している割合は、「学校」で 98.6％と最も高く、

次いで「児童福祉施設」が 97.3％となっている。 

   「官公庁」では、「敷地内全面禁煙」が 79.2％と全体より 15.8 ポイント低く、「敷地内禁煙」

が 20.2％と全体より高い割合となっている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「敷地内禁煙でない」の具体的な場所： 

 ・非常階段の踊り場の周囲を覆って喫煙場所にしている。（学校） 

・敷地内に職員用の喫煙場所がある。（児童福祉施設） 

上段：実数（n）、下段：割合（％）

敷地内全面禁煙 敷地内禁煙 敷地内禁煙でない 合計

2,095 105 5 2,205

95.0 4.8 0.2 100.0

104 11 0 115

90.4 9.6 0.0 100.0

716 18 2 736

97.3 2.4 0.3 100.0

1,032 14 1 1,047

98.6 1.3 0.1 100.0

243 62 2 307

79.2 20.2 0.7 100.0

全体

官公庁

学校

児童福祉施設

医療機関

分

類

95.0

90.4

97.3

98.6

79.2

4.8

9.6

2.4

1.3

20.2

0.2

0.3

0.1

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

医療機関

児童福祉施設

学校

官公庁
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（２）市町村別 

 

  

上段：実数（n）、下段：割合（％）

敷地内全面禁煙 敷地内禁煙 敷地内禁煙でない 合計

2,095 105 5 2,205
95.0 4.8 0.2 100.0
662 20 3 685
96.6 2.9 0.4 100.0

56 9 0 65
86.2 13.8 0.0 100.0

4 1 0 5
80.0 20.0 0.0 100.0

3 0 0 3
100.0 0.0 0.0 100.0

83 6 0 89
93.3 6.7 0.0 100.0

38 1 0 39
97.4 2.6 0.0 100.0

23 2 0 25
92.0 8.0 0.0 100.0

16 2 0 18
88.9 11.1 0.0 100.0

40 0 0 40
100.0 0.0 0.0 100.0

12 5 0 17
70.6 29.4 0.0 100.0

81 4 0 85
95.3 4.7 0.0 100.0

33 1 0 34
97.1 2.9 0.0 100.0

69 0 0 69
100.0 0.0 0.0 100.0

6 0 0 6
100.0 0.0 0.0 100.0

6 1 0 7
85.7 14.3 0.0 100.0
284 11 2 297
95.6 3.7 0.7 100.0

31 1 0 32
96.9 3.1 0.0 100.0

32 3 0 35
91.4 8.6 0.0 100.0

5 1 0 6
83.3 16.7 0.0 100.0

33 0 0 33
100.0 0.0 0.0 100.0

70 3 0 73
95.9 4.1 0.0 100.0

7 0 0 7
100.0 0.0 0.0 100.0

81 3 0 84
96.4 3.6 0.0 100.0

12 1 0 13
92.3 7.7 0.0 100.0

82 13 0 95
86.3 13.7 0.0 100.0

4 1 0 5
80.0 20.0 0.0 100.0

32 1 0 33
97.0 3.0 0.0 100.0
184 4 0 188
97.9 2.1 0.0 100.0

37 2 0 39
94.9 5.1 0.0 100.0

69 9 0 78
88.5 11.5 0.0 100.0

加茂市

燕市

全体

阿賀町

五泉市

聖籠町

胎内市

阿賀野市

新発田市

粟島浦村

関川村

村上市

出雲崎町

見附市

長岡市

弥彦村

田上町

南魚沼市

市

町

村

三条市

佐渡市

糸魚川市

妙高市

上越市

刈羽村

柏崎市

津南町

十日町市

湯沢町

新潟市

魚沼市

小千谷市
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95.0

96.6

86.2

80.0

100.0

93.3

97.4

92.0

88.9

100.0

70.6

95.3

97.1

100.0

100.0

85.7

95.6

96.9

91.4

83.3

100.0

95.9

100.0

96.4

92.3

86.3

80.0

97.0

97.9

94.9

88.5

4.8

2.9

13.8

20.0

6.7

2.6

8.0

11.1

29.4

4.7

2.9

14.3

3.7

3.1

8.6

16.7

4.1

3.6

7.7

13.7

20.0

3.0

2.1

5.1

11.5

0.2

0.4

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

新潟市

村上市

関川村

粟島浦村

新発田市

阿賀野市

胎内市

聖籠町

五泉市

阿賀町

三条市

加茂市

燕市

弥彦村

田上町

長岡市

小千谷市

見附市

出雲崎町

魚沼市

南魚沼市

湯沢町

十日町市

津南町

柏崎市

刈羽村

妙高市

上越市

糸魚川市

佐渡市
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2．受動喫煙防止対策の今後の予定 

【問２】今後の予定について、あてはまるものを１つ選択してください。 

 

○「現在、敷地内全面禁煙であり、今後も継続する予定」が 94.6％、「現在、特定屋外喫煙所が

あるが、今後も維持する予定」が 4.1％となっている。 

（１）施設分類別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「その他」の主な回答： 

 ・現在の喫煙場所は特定屋外喫煙場所ではないので今後整備する。（学校） 

・同じ敷地内に喫煙室があり、今後も継続予定。（児童福祉施設） 

上段：実数（n）、下段：割合（％）

 現在、敷地内全

面禁煙であり、

今後も継続する

予定

現在、特定屋外

喫煙場所がある

が、敷地内全面

禁煙化する予定

現在、特定屋外

喫煙所がある

が、今後も維持

する予定

現在、敷地内に

喫煙所はない

が、今後特定屋

外喫煙場所を設

ける予定

その他  無回答 合計

2,086 10 90 0 14 5 2,205

94.6 0.5 4.1 0.0 0.6 0.2 100.0

103 2 8 0 1 1 115

89.6 1.7 7.0 0.0 0.9 0.9 100.0

711 2 15 0 6 2 736

96.6 0.3 2.0 0.0 0.8 0.3 100.0

1,030 2 12 0 1 2 1,047

98.4 0.2 1.1 0.0 0.1 0.2 100.0

242 4 55 0 6 0 307

78.8 1.3 17.9 0.0 2.0 0.0 100.0

全体

分

類

官公庁

学校

児童福祉施設

医療機関

94.6

89.6

96.6

98.4

78.8

0.5

1.7

0.3

0.2

1.3

4.1

7.0

2.0

1.1

17.9

0.6

0.9

0.8

0.1

2.0

0.2

0.9

0.3

0.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

医療機関

児童福祉施設

学校

官公庁
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（２）市町村別 

  

上段：実数（n）、下段：割合（％）

現在、敷地内全

面禁煙であり、

今後も継続する

予定

現在、特定屋外

喫煙場所がある

が、敷地内全面

禁煙化する予定

現在、特定屋外

喫煙所がある

が、今後も維持

する予定

現在、敷地内に

喫煙所はない

が、今後特定屋

外喫煙場所を設

ける予定

その他 無回答 合計

2,086 10 90 0 14 5 2,205
94.6 0.5 4.1 0.0 0.6 0.2 100.0
658 3 15 0 6 3 685
96.1 0.4 2.2 0.0 0.9 0.4 100.0

56 0 9 0 0 0 65
86.2 0.0 13.8 0.0 0.0 0.0 100.0

4 0 1 0 0 0 5
80.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 100.0

3 0 0 0 0 0 3
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

81 1 5 0 1 1 89
91.0 1.1 5.6 0.0 1.1 1.1 100.0

38 1 0 0 0 0 39
97.4 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

23 0 2 0 0 0 25
92.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 100.0

16 0 2 0 0 0 18
88.9 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 100.0

40 0 0 0 0 0 40
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

12 0 5 0 0 0 17
70.6 0.0 29.4 0.0 0.0 0.0 100.0

81 1 3 0 0 0 85
95.3 1.2 3.5 0.0 0.0 0.0 100.0

33 1 0 0 0 0 34
97.1 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

69 0 0 0 0 0 69
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

6 0 0 0 0 0 6
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

6 0 1 0 0 0 7
85.7 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 100.0
281 1 9 0 6 0 297
94.6 0.3 3.0 0.0 2.0 0.0 100.0

31 0 1 0 0 0 32
96.9 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 100.0

32 0 3 0 0 0 35
91.4 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0 100.0

5 0 1 0 0 0 6
83.3 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 100.0

33 0 0 0 0 0 33
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

70 0 3 0 0 0 73
95.9 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 100.0

7 0 0 0 0 0 7
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

81 0 2 0 1 0 84
96.4 0.0 2.4 0.0 1.2 0.0 100.0

12 1 0 0 0 0 13
92.3 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

83 0 12 0 0 0 95
87.4 0.0 12.6 0.0 0.0 0.0 100.0

4 0 1 0 0 0 5
80.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 100.0

32 0 1 0 0 0 33
97.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 100.0
184 0 4 0 0 0 188
97.9 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 100.0

37 0 2 0 0 0 39
94.9 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 100.0

68 1 8 0 0 1 78
87.2 1.3 10.3 0.0 0.0 1.3 100.0

南魚沼市

魚沼市

小千谷市

出雲崎町

見附市

市

町

村

新潟市

佐渡市

糸魚川市

妙高市

上越市

刈羽村

柏崎市

津南町

十日町市

湯沢町

胎内市

阿賀野市

新発田市

粟島浦村

関川村

村上市

全体

長岡市

弥彦村

田上町

加茂市

燕市

三条市

阿賀町

五泉市

聖籠町
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94.6

96.1

86.2

80.0

100.0

91.0

97.4

92.0

88.9

100.0

70.6

95.3

97.1

100.0

100.0

85.7

94.6

96.9

91.4

83.3

100.0

95.9

100.0

96.4

92.3

87.4

80.0

97.0

97.9

94.9

87.2

0.5

0.4

1.1

2.6

1.2

2.9

0.3

7.7

1.3

4.1

2.2

13.8

20.0

5.6

8.0

11.1

29.4

3.5

14.3

3.0

3.1

8.6

16.7

4.1

2.4

12.6

20.0

3.0

2.1

5.1

10.3

0.6

0.9

1.1

2.2

1.2

0.2

0.4

1.1

1.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

新潟市

村上市

関川村

粟島浦村

新発田市

阿賀野市

胎内市

聖籠町

五泉市

阿賀町

三条市

加茂市

燕市

弥彦村

田上町

長岡市

小千谷市

見附市

出雲崎町

魚沼市

南魚沼市

湯沢町

十日町市

津南町

柏崎市

刈羽村

妙高市

上越市

糸魚川市

佐渡市
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3．敷地内全面禁煙を実施できない理由及び課題 

【問 3】敷地内全面禁煙を実施できない理由や実施する上での課題は何ですか。 

敷地内全面禁煙を実施している場合でも該当するものがあればお答えください。 

   （複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「その他」の主な回答： 

・上階に一般の住民スペース（アパート）があるため難しい。 

・外部利用者が無断で喫煙する場合がある。 

・行事の時に吸い殻入れを持参し喫煙する保護者がいる。 

・24時間拘束勤務職員のストレス対策等。 

上段：実数（n）、下段：割合（％）

回答対象

施設数

利用者から要

望がある

職員や従業員

から要望があ

る

敷地内禁煙と

しても敷地外

で喫煙する人

が増え、歩行

者・住民に迷

惑がかかる

喫煙所を設

置・維持する

のに費用がか

かる

敷地が広大で

あるため喫煙

のために敷地

外に出るのに

時間がかかる

特になし その他

2,205 64 109 77 22 13 1356 61

100.0 2.9 4.9 3.5 1.0 0.6 61.5 2.8

115 13 7 15 1 0 58 7

100.0 11.3 6.1 13.0 0.9 0.0 50.4 6.1

736 14 21 7 6 3 386 25

100.0 1.9 2.9 1.0 0.8 0.4 52.4 3.4

1,047 19 26 30 10 8 741 25

100.0 1.8 2.5 2.9 1.0 0.8 70.8 2.4

307 18 55 25 5 2 171 4

100.0 5.9 17.9 8.1 1.6 0.7 55.7 1.3

全体

官公庁

学校

児童福祉施設

医療機関

分

類

2.9

4.9

3.5

1.0

0.6

61.5

2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

利用者から要望がある

職員や従業員から要望がある

敷地内禁煙としても敷地外で喫煙する

人が増え、歩行者・住民に迷惑がかかる

喫煙所を設置・維持するのに費用がかかる

敷地が広大であるため喫煙のために

敷地外に出るのに時間がかかる

特になし

その他
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4．受動喫煙防止対策に関する意見 

【問４】受動喫煙防止対策に関して、御意見などがあればお書きください。 

 

《 医療機関 》 

○敷地内といわず全面禁煙していかなければならない。 

○健康増進法の効果もあり全面禁煙はかなり浸透してきているように思う。 

○精神科病院のため患者の理解が得られず苦労している。 

○喫煙者のマナー向上。 

○隠れ煙草や歩き煙草などを減らすため街中に喫煙所の設置を行政に行ってもらいたい。 

 

《 児童福祉施設（保育園、児童館等） 》 

○当園が避難所指定になっている為、避難所開設の場合、全面禁煙を避難者の方にもわかってほし

い。外なら OKという考え方はやめてほしい。 

○受動喫煙の害について、特に小さい子どもに対しての害を詳しく分かりやすく伝えるパンフレッ

トがあるといいと思う。 

○過去 10年以上全面禁煙を行っているため、何も問題はない。 

○義務化や受動喫煙の危険性などについて、多くの人が触れる PR活動（TVCM、ネット CM）を

してほしい。 

○喫煙者には気の毒だが、全ての人の健康のために大切なことだと思う。 

○これからも受動喫煙防止に努めていただきたい。 

○完全に禁煙の施設となってほしい（特に飲食店で禁煙でない所もあるので）。分煙の場合は漏れな

いよう対策していただきたい。 

○喫煙室が設けられている施設でも、そこの前を通ると漏れ出てくる煙がありとても気になる。漏

れ出ていれば意味がないのではないか。 

○子育て中の母親が多く利用する施設なので、ポスター等掲示して啓蒙することは可能。 

○保護者にも理解されたと感じる。 

○子どもたちが出入りする施設は敷地内全面禁煙が必要だと感じる。特定屋外喫煙所も、公園など

にも普及すると良いと思う。 

○母体や子どもの成長に有害なものは、特定場所のみで行ってほしい。家の中の喫煙も同様。 

○小さい子ども達や妊婦さんもいるので特に注意したい。 

○喫煙のために外に出ていく人（父親など）はほとんどいない状態で、2～3年前よりも喫煙する人

も少なくなったと感じる。 

○外部業者で休憩中に外で一服する人がいる。見かけた時は声をかけるが、よく見える場所にポス

ター等を掲示して注意喚起していきたい。 

○遊戯会など保護者が行事に参加する機会に、保護者向けチラシやステッカー等を配布できたらい

いと思う。 

○隣や向かいの家族がタバコを吸っているためその煙やにおいが入ってくる。 

○受動喫煙防止の徹底を望む。 
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○敷地内が禁煙でも、くわえタバコや、車の窓を開けての喫煙で、においや、煙を感じることが多い

ように思う。 

○喫煙場所も設けないでもよい。禁煙が当然だと思う。 

○子ども達にとってたばこの煙は良くないものなので、是非徹底して欲しい。 

○敷地内禁煙は妥当な措置と判断している。 

○全面禁煙について、繰り返しお知らせしてきた為か、利用者に定着してきた。このまま継続した

い。 

○受動喫煙防止対策は良いことだと思うのでこれからも啓発していただきたい。 

○年内には屋外喫煙場所を撤去する予定。 

○子どもたちの健やかな成長のため継続して防止対策を行う。 

○園児を預かった際に園児に匂いがついていることが気になる。 

○以前は喫煙場所として玄関前にバケツを置き、指定したこともあったが、現在は喫煙禁止の施設

と認識され喫煙する人もいない。 

○施設としての対策はあっても子どもたちの各家庭では大人中心で何も手立てがないのが現状。社

会の動きの中で家庭においても子どもを守る意識が向上できるような取り組みが必要。 

 

《 学校（幼稚園、認定こども園、小学校等） 》 

○保育園は禁煙ではあるが、家庭で喫煙しているにおいが子どもの服や昼寝布団などにしみこんで

いる子が気になる。 

○法律が施行された年から継続している（児童施設では当然のこと）。 

○敷地内全面禁煙を実施しているが、隣接する店の従業員が休憩時間に喫煙するので煙が園庭側に

流れる。めったに遊ばない場所ではあるが、時々見かけると子どもたちに行かないよう制限する

ことがある。 

○施設の禁煙と同時に家庭（小さい子どもの居る）での禁煙、或いは喫煙防止についても対策を講じ

ていってほしい。 

○喫煙者の自覚と意識改革が必要だが、とても難しいと思う。 

○今後も敷地内全面禁煙を実施する。児童への啓発（受動喫煙の危険性等）を進めていく。 

○本学では、2014 年 9 月 1 日より、敷地内全面禁煙を実施（法人一斉導入）。以来、ポイ捨てや近

隣からの苦情などはない。 

○未成年の子どもたちがいる学校での受動喫煙防止対策は必須だが、ルールを徹底するためには、

特定屋外喫煙場所の確実な設置が必要である。子どもたちの健康を守るために、対応を進めてほ

しい。 

○敷地内禁煙でない事業所は早急に敷地内全面禁煙を遂行した方がよい。 

○路上も禁煙にしてほしい。 

○受動喫煙防止に向けて取組んでいきたい。 

○喫煙される方には大変申し訳なく思うが、子ども達の健康を守る為にも受動喫煙の防止を図りた

いと思う。 

○私有地以外全面禁煙としてほしい。 

○学校が敷地内全面禁煙であることを、学校開放利用者の親や指導者にも理解してもらえるように、

どこかで伝えてもらう機会があると有難い。 
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○教育施設としては、当然のことと考えている。機会があれば、啓発活動も行っていきたい。 

○社会生活におけるマナーとしても、健康面でも喫煙防止対策は重要。更なる強化を願う。 

○子どもたちが望まない受動喫煙をなくすために、公的機関における実施の徹底を図るとともに今

後更に家庭への受動喫煙防止の意識を広げていく必要がある。 

○車内で喫煙した方の衣類に煙のにおいがついていることもある。私たちが対策をよく理解し、継

続していきたいと思う。 

○子どもの健康を守るため、大切な対策だと考える。 

○今後も継続していく必要があると感じている。 

○受動喫煙防止の取り組みは必要だと思う。今後さらに推進していくことを望む。 

○幼児は自分で避けることができないので、社会全体が禁煙の方向に進むことを願う。 

○医療的ケアを受けながら学んでいる生徒も在籍しており、副流煙の影響で体調が急変したりする

可能性もあることから、防止対策を今後も徹底する。 

○歩行喫煙と吸い殻の路上ポイ捨てに対して県条例で厳しい罰則を設けていただきたい。 

○全ての機関での全面禁煙が必要。 

○今は保護者の喫煙者も減っているが、喫煙が喫煙者本人だけでなく、子どもに悪い影響があるこ

とを生活実態調査等で伝えていきたい。 

○引き続き、更なる推進をお願いしたい。 

○園の前の横断歩道の所に、必ず煙草の吸殻が落ちている。毎日点検しているが、沢山の方が利用し

ているので難しいと感じている。 

○子ども達・職員の健康を守るため今後も厳しく実施してほしい。 

○乳幼児をお預かりすることころなので、園外保育（お散歩）等で園外に出かけるときにも気を遣

う。歩きながら喫煙している人はあまりいないが、コンビニ前の喫煙スペースの前を通る時など、

気を付けている。 

○だいぶ定着し、理解を得やすくなってきたように思う。 

○あらゆる施設で実施してほしい。 

○教育機関なのでとても大切であると思うが、吸いたい人もいるため共存できる方策があるといい

と思う。 

○現在はかなり喫煙可能な場所が制限されているため、各施設での受動喫煙のリスクはほとんどな

くなった。今後は、家庭内での啓発が必要と考える。 

○個人経営の飲食業での取組が、課題だと思う。 

○手作りの看板で対応しているが、できれば県内統一の看板があると、アピール力が更に高まるの

ではないかと思う。 

○敷地内駐車場の車の中で吸われた場合、どのように敷地内禁煙をご理解いただくか、難しいケー

スがあった。 

○大賛成。子どもたちが望まない受動喫煙の被害者にならないよう、推進を望む。 

○小さい子どもがいる家庭では禁煙されている家庭が多い。施設での禁煙は当然のこととして受け

止められていると思われる。 

○「第 1 種施設ではたばこは吸わないもの」という思いが文化になりつつあると感じている。手綱

をゆるめることなくこの方針を勤務先で体現していく。 

○「望まない受動喫煙」をなくすために、今後も防止対策を積極的に推進していただきたい。 
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○児童を預かる施設として全面禁煙は当然である。 

○県市町村の主導で推進をお願いしたい。 

○本学では教職員だけでなく学生も対象となるため受動喫煙対策については、教育上においても意

味のある対策だと思う。 

○大変よい対策だと思うので、全面実施されるとよいと思う。 

○全面禁煙施設に隣接する事業所などにも協力を依頼できる制度、組織が必要だと思う。周りから

の煙の侵入は防ぎようがないし、文句も言えない。 

○敷地内全面禁止でよいと思う。 

○子どものいる環境は、制限を設けた方がよいと思う。 

○喫煙は薬物乱用の入口。薬物乱用が低年齢化していることを考え、喫煙防止教室を全ての小学校

で実施できるといいと思う。本校は実施している。 

○受動喫煙による健康被害防止のため、今後も敷地内禁煙等の対策を進めてほしい。 

○学校敷地内での喫煙は児童生徒の教育のためにも良いものではないと思うので、全面禁煙が適当

だと思う。 

○敷地内全面禁煙が常識であると思う。 

○受動喫煙による健康への影響は大きく、望まない受動喫煙をなくすという点からも、とても良い

対策だと思う。「敷地内では禁煙」などの標識を明示し、利用者にはっきりと示す手立ても必要。 

○児童生徒（高校生も含め）が活動、生活する公共的な施設及び準公共的な施設等での積極的な全面

禁煙を推進していただきたい。 

○「望まない受動喫煙」がなくなるように、学校や病院、児童福祉施設以外も「敷地内全面禁煙」が

進むことを願う。 

○テレビ等で受動喫煙の害をもっと宣伝してほしい。 

○積極的に推進してほしい。 

○玄関の扉に全面禁煙施設を示す大きなシールを作成して配付してはどうか。 

○子どもたちの健康を守るために、今後も受動喫煙防止対策に積極的に取り組んで行く。 

○今後も敷地内全面禁煙を継続する。 

○今後も防止対策は強化、継続されるべきだと思う。 

○現在、敷地内全面禁煙であり、ＰＴＡと連携し、今後も継続する予定である。 

○全職員の健康のため、どの施設においても一層の施設内全面禁煙を推進して欲しい。 

○いろいろな広報誌で幅広く広報していく必要がある。 
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《第 2部》第 2種施設 

 

 

Ⅰ 調査概要 
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1．調査の概要 

（１）調査目的 

健康増進法の改正（H30.7）に伴い、令和２年４月から事業所や飲食店等の第２種施設は原則

屋内禁煙とされ、望まない受動喫煙の防止が義務付けられたことから、県内の事業所における受

動喫煙防止対策の実施状況や今後の予定を把握し、さらに対策を推進するための基礎資料とす

る。 

（２）調査対象企業 

以下の業種区分により、東京商工リサーチの企業情報データベースから 1,000社を抽出。 

業種 送付数 

建設業 155 

製造業 130 

情報通信業 70 

運輸業 60 

卸売・小売り業 170 

宿泊業 50 

飲食業 230 

洗濯・理容・美容・浴場業 85 

娯楽業 50 

（３）調査方法 

対象企業に対して調査票を郵送し、インターネット（専用のフォームより入力）、電子メール、

ＦＡＸにより回収。 

（４）調査内容 

   ア 改正健康増進法の認知度 

   イ 事業所で実施している受動喫煙防止対策 

   ウ 今後の対策の予定 

   エ 受動喫煙防止対策に関する要望 

（５）調査基準日 

   令和 2年 10月 1日 

（６）回収率 

   39.4％（配付数 1,000件、回収数 394件）  
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2．用語解説 

【敷地内禁煙】 

 敷地内は屋内外も含め喫煙できる場所はない ※ 

 

【屋内全面禁煙】 

 屋内には喫煙できる場所はない ※ 

 

【喫煙場所以外は屋内全面禁煙】 

 屋内に法で定められた喫煙専用室等を設置 ※ 

 

 ※ホテルの居室等法律の規制外の部分は除く。 
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Ⅱ 調査結果 
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アンケート調査の結果 

【問１】貴事業所の業種を下記より１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

  

上段：実数（ｎ）、下段：割合（％）

建設業 製造業 情報通信業 運輸業
卸売・

小売業
宿泊業 飲食業

洗濯・理容・

美容・浴場業
娯楽業 その他 合計

59 41 32 24 57 27 94 25 17 18 394

15.0 10.4 8.1 6.1 14.5 6.9 23.9 6.3 4.3 4.6 100.0

建設業

15.0%

製造業

10.4%

情報通信業

8.1%

運輸業

6.1%

卸売・小売業

14.5%

宿泊業

6.9%

飲食業

23.9%

洗濯・理容・

美容・浴場業

6.3%

娯楽業

4.3%

その他

4.6%
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【問２】貴事業所の従業員数をお答えください（正規・非正規を含みます）。 

 

  
上段：実数（ｎ）、下段：割合（％）

20人未満
20人以上

50人未満

50人以上

100人未満
100人以上 合計

267 90 24 13 394

67.8 22.8 6.1 3.3 100.0

52 7 0 0 59

88.1 11.9 0.0 0.0 100.0

31 5 4 1 41

75.6 12.2 9.8 2.4 100.0

17 9 6 0 32

53.1 28.1 18.8 0.0 100.0

9 10 2 3 24

37.5 41.7 8.3 12.5 100.0

43 12 2 0 57

75.4 21.1 3.5 0.0 100.0

15 8 3 1 27

55.6 29.6 11.1 3.7 100.0

67 18 3 6 94

71.3 19.1 3.2 6.4 100.0

16 8 1 0 25

64.0 32.0 4.0 0.0 100.0

3 11 3 0 17

17.6 64.7 17.6 0.0 100.0

14 2 0 2 18

77.8 11.1 0.0 11.1 100.0

建設業

その他

娯楽業

洗濯・理容・

美容・浴場業

飲食業

宿泊業

卸売・小売業

運輸業

情報通信業

製造業

全体

業

種

67.8

88.1

75.6

53.1

37.5

75.4

55.6

71.3

64.0

17.6

77.8

22.8

11.9

12.2

28.1

41.7

21.1

29.6

19.1

32.0

64.7

11.1

6.1

9.8

18.8

8.3

3.5

11.1

3.2

4.0

17.6

3.3

2.4

12.5

3.7

6.4

11.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

建設業

製造業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

宿泊業

飲食業

洗濯・理容・

美容・浴場業

娯楽業

その他
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【問３】貴事業所の施設等の形態についてお答えください。 

  
上段：実数（ｎ）、下段：割合（％）

自社社屋である 自社社屋でない その他 無回答 合計

288 76 29 1 394

73.1 19.3 7.4 0.3 100.0

57 2 0 0 59

96.6 3.4 0.0 0.0 100.0

37 3 0 1 41

90.2 7.3 0.0 2.4 100.0

16 12 4 0 32

50.0 37.5 12.5 0.0 100.0

19 3 2 0 24

79.2 12.5 8.3 0.0 100.0

46 6 5 0 57

80.7 10.5 8.8 0.0 100.0

23 1 3 0 27

85.2 3.7 11.1 0.0 100.0

60 27 7 0 94

63.8 28.7 7.4 0.0 100.0

10 10 5 0 25

40.0 40.0 20.0 0.0 100.0

11 6 0 0 17

64.7 35.3 0.0 0.0 100.0

9 6 3 0 18

50.0 33.3 16.7 0.0 100.0

飲食業

洗濯・理容・

美容・浴場業

娯楽業

その他

　

全体

業

種

建設業

製造業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

宿泊業

73.1

96.6

90.2

50.0

79.2

80.7

85.2

63.8

40.0

64.7

50.0

19.3

3.4

7.3

37.5

12.5

10.5

3.7

28.7

40.0

35.3

33.3

7.4

12.5

8.3

8.8

11.1

7.4

20.0

16.7

0.3

2.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

建設業

製造業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

宿泊業

飲食業

洗濯・理容・

美容・浴場業

娯楽業

その他
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【問４】健康増進法改正により、2020（令和 2）年 4 月から複数人が利用するすべての施設は原則

屋内禁煙（注 1）となったことをご存知ですか。なお、一定の条件を満たす飲食店（注 2）は

経過措置がとられています。 

   （注 1）室外へのたばこ煙流出を防止するため技術的基準に適合した喫煙専用室（飲食等は不可）のみ喫煙可。 

なお経過措置として加熱式たばこ専用喫煙室では飲食等を行うことが認められています。 

    （注 2）既存店舗であり客席面積 100㎡以下かつ資本金 5,000万円以下の店舗。 

 

○「知っている」と回答した事業所は、全体の 88.8％。 

 

（１）業種別 

「知らない」と回答した割合が高いのは「洗濯・理容・美容・浴場業」で 20.0％、次いで「製

造業」で 19.5％となっている。これに対し、「運輸業」では 0.0％、「飲食業」では 2.1％と低

い割合となっている。 

  
上段：実数（ｎ）、下段：割合（％）

知っている 知らない 無回答 合計

350 43 1 394

88.8 10.9 0.3 100.0

49 10 0 59

83.1 16.9 0.0 100.0

32 8 1 41

78.0 19.5 2.4 100.0

28 4 0 32

87.5 12.5 0.0 100.0

24 0 0 24

100.0 0.0 0.0 100.0

48 9 0 57

84.2 15.8 0.0 100.0

26 1 0 27

96.3 3.7 0.0 100.0

92 2 0 94

97.9 2.1 0.0 100.0

20 5 0 25

80.0 20.0 0.0 100.0

16 1 0 17

94.1 5.9 0.0 100.0

15 3 0 18

83.3 16.7 0.0 100.0

娯楽業

その他

　

全体

業

種

建設業

製造業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

宿泊業

飲食業

洗濯・理容・

美容・浴場業
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88.8

83.1

78.0

87.5

100.0

84.2

96.3

97.9

80.0

94.1

83.3

10.9

16.9

19.5

12.5

15.8

3.7

2.1

20.0

5.9

16.7

0.3

2.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

建設業

製造業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

宿泊業

飲食業

洗濯・理容・

美容・浴場業

娯楽業

その他
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（２）従業員数別 

「知らない」と回答したうちの約 9割は 50人未満の事業所となっている。  

上段：実数（ｎ）、下段：割合（％）

知っている 知らない 無回答 合計

350 43 1 394

88.8 10.9 0.3 100.0

231 36 0 267

86.5 13.5 0.0 100.0

86 4 0 90

95.6 4.4 0.0 100.0

21 3 0 24

87.5 12.5 0.0 100.0

12 0 1 13

92.3 0.0 7.7 100.0

　

100人以上

50人以上100人未満

20人以上50人未満

20人未満

全体

従

業

員

数

88.8

86.5

95.6

87.5

92.3

10.9

13.5

4.4

12.5

0.3

7.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

20人未満

20人以上

50人未満

50人以上

100人未満

100人以上
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【問５】貴事業所が現在実施している受動喫煙対策はどれですか。あてはまるもの１つを選んで

ください。 

 

○「屋内全面禁煙」が 51.5％と最も高く、次いで「喫煙場所以外は屋内全面禁煙」が 27.2％、

「敷地内禁煙」が 13.7％となっている。 

 

 

（１）業種別 

「敷地内禁煙」と回答した割合が最も高いのは「洗濯・理容・美容・浴場業」で 24.0％と

なっている。「特に対策は行っていない（どこでも吸うことができる）」と回答した割合が

最も高いのは「製造業」で 14.6％となっている。 

 

 上段：実数（ｎ）、下段：割合（％）

敷地内禁煙 屋内全面禁煙
喫煙場所以外は

屋内全面禁煙

特に対策は

行っていない
合計

54 203 107 30 394

13.7 51.5 27.2 7.6 100.0

6 25 20 8 59

10.2 42.4 33.9 13.6 100.0

5 26 4 6 41

12.2 63.4 9.8 14.6 100.0

6 16 8 2 32

18.8 50.0 25.0 6.3 100.0

3 12 9 0 24

12.5 50.0 37.5 0.0 100.0

9 33 9 6 57

15.8 57.9 15.8 10.5 100.0

1 10 14 2 27

3.7 37.0 51.9 7.4 100.0

9 57 27 1 94

9.6 60.6 28.7 1.1 100.0

6 11 6 2 25

24.0 44.0 24.0 8.0 100.0

2 8 7 0 17

11.8 47.1 41.2 0.0 100.0

7 5 3 3 18

38.9 27.8 16.7 16.7 100.0

　

全体

業

種

建設業

製造業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

宿泊業

飲食業

洗濯・理容・

美容・浴場業

娯楽業

その他
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13.7

10.2

12.2

18.8

12.5

15.8

3.7

9.6

24.0

11.8

38.9

51.5

42.4

63.4

50.0

50.0

57.9

37.0

60.6

44.0

47.1

27.8

27.2

33.9

9.8

25.0

37.5

15.8

51.9

28.7

24.0

41.2

16.7

7.6

13.6

14.6

6.3

10.5

7.4

1.1

8.0

16.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

建設業

製造業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

宿泊業

飲食業

洗濯・理容・

美容・浴場業

娯楽業

その他
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（２）従業員数別 

「特に対策を行っていない」と回答した全ての事業所が「20人未満」であった。 

  

上段：実数（ｎ）、下段：割合（％）

敷地内禁煙 屋内全面禁煙
喫煙場所以外は

屋内全面禁煙

特に対策は

行っていない
合計

54 203 107 30 394

13.7 51.5 27.2 7.6 100.0

45 133 59 30 267

16.9 49.8 22.1 11.2 100.0

6 48 36 0 90

6.7 53.3 40.0 0.0 100.0

2 17 5 0 24

8.3 70.8 20.8 0.0 100.0

1 5 7 0 13

7.7 38.5 53.8 0.0 100.0

従

業

員

数

全体

　

100人以上

50人以上100人未満

20人以上50人未満

20人未満

13.7

16.9

6.7

8.3

7.7

51.5

49.8

53.3

70.8

38.5

27.2

22.1

40.0

20.8

53.8

7.6

11.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

20人未満

20人以上

50人未満

50人以上

100人未満

100人以上
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（３）（「3.喫煙場所以外は屋内全面禁煙」と回答した事業所が対象） 

設置されているのはどれですか。 

 

「喫煙専用室」が 77.6％と最も高く、次いで「喫煙可能室」が 15.0％、「加熱式たばこ専

用室」が 2.8％となっている。 

 

 

  

上段：実数（ｎ）、下段：割合（％）

回答対象事業所数 喫煙専用室 加熱式たばこ専用室
(小規模飲食店の場合)

喫煙可能室
無回答

107 83 3 16 5

100.0 77.6 2.8 15.0 4.7

喫煙専用室

77.6%

加熱式たばこ専用室

2.8%

（小規模飲食店の場合）

喫煙可能室

15.0%

無回答

4.7%
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【問６】問５で２～４に該当した方は、今後の予定について、あてはまるもの１つを選んでくだ

さい。 

 

○「現在の状態を継続する」が 79.4％と最も高く、「敷地内や屋内の禁煙エリアを広げる」は

6.8％となっている。 

 

 

（１）業種別 

「製造業」及び「建設業」で「敷地内や屋内の禁煙エリアを広げる」と回答した割合が、

それぞれ 13.9％、13.2％と全体より高くなっている。 

  

上段：実数（ｎ）、下段：割合（％）

回答対象

事業所数

現在の状態を

継続する

敷地内や屋内

の禁煙エリア

を広げる

未定 その他 無回答

340 270 23 36 7 4

100.0 79.4 6.8 10.6 2.1 1.2

53 38 7 7 0 1

100.0 71.7 13.2 13.2 0.0 1.9

36 23 5 8 0 0

100.0 63.9 13.9 22.2 0.0 0.0

26 21 2 3 0 0

100.0 80.8 7.7 11.5 0.0 0.0

21 16 1 2 1 1

100.0 76.2 4.8 9.5 4.8 4.8

48 37 4 4 3 0

100.0 77.1 8.3 8.3 6.3 0.0

26 21 0 5 0 0

100.0 80.8 0.0 19.2 0.0 0.0

85 75 3 3 3 1

100.0 88.2 3.5 3.5 3.5 1.2

19 16 1 1 0 1

100.0 84.2 5.3 5.3 0.0 5.3

15 15 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 8 0 3 0 0

100.0 72.7 0.0 27.3 0.0 0.0

娯楽業

その他

　

全体

業

種

建設業

製造業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

宿泊業

飲食業

洗濯・理容・

美容・浴場業
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79.4

71.7

63.9

80.8

76.2

77.1

80.8

88.2

84.2

100.0

72.7

6.8

13.2

13.9

7.7

4.8

8.3

3.5

5.3

10.6

13.2

22.2

11.5

9.5

8.3

19.2

3.5

5.3

27.3

2.1

4.8

6.3

3.5

1.2

1.9

4.8

1.2

5.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

建設業

製造業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

宿泊業

飲食業

洗濯・理容・

美容・浴場業

娯楽業

その他
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（２）従業員数別 

 

 

 

 

  

上段：実数（ｎ）、下段：割合（％）

回答対象

事業所数

現在の状態を

継続する

敷地内や屋内

の禁煙エリア

を広げる

未定 その他 無回答

340 270 23 36 7 4

100.0 79.4 6.8 10.6 2.1 1.2

222 173 16 24 5 4

100.0 77.9 7.2 10.8 2.3 1.8

84 71 5 6 2 0

100.0 84.5 6.0 7.1 2.4 0.0

22 17 1 4 0 0

100.0 77.3 4.5 18.2 0.0 0.0

12 9 1 2 0 0

100.0 75.0 8.3 16.7 0.0 0.0

　

全体

従

業

員

数

100人以上

50人以上100人未満

20人以上50人未満

20人未満

79.4

77.9

84.5

77.3

75.0

6.8

7.2

6.0

4.5

8.3

10.6

10.8

7.1

18.2

16.7

2.1

2.3

2.4

1.2

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

20人未満

20人以上

50人未満

50人以上

100人未満

100人以上



34 

 

【問７】問５で「４.特に対策は行っていない（どこでも吸うことができる）」と回答した方に、

受動喫煙対策を行っていない理由を教えてください（複数回答可）。 

 

○「社内で要望がないから」が 33.3％と最も高く、次いで「喫煙室等を設置するスペースが

ないから」が 13.3％、「経営者・管理者の理解がないから」が 10.0％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「その他」の主な回答： 

・喫煙者がいないため。 

・業種的にお客様にお断りするのが難しい。 

  

上段：実数（ｎ）、下段：割合（％）

回答対象

事業所数

社内で要

望がない

から

経営者・

管理者の

理解がな

いから

強い反対

意見があ

るから

マナーの

問題だか

ら

個人の嗜

好の問題

だから

経費がか

かるから

喫煙室等

を設置す

るスペー

スがない

から

受動喫煙

対策の取

り組み方

がわから

ないから

その他

30 10 3 0 2 1 1 4 0 9

100.0 33.3 10.0 0.0 6.7 3.3 3.3 13.3 0.0 30.0

33.3

10.0

0.0

6.7

3.3

3.3

13.3

0.0

30.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

社内で要望がないから

経営者・管理者の

理解がないから

強い反対意見があるから

マナーの問題だから

個人の嗜好の問題だから

経費がかかるから

喫煙室等を設置する

スペースがないから

受動喫煙対策の取り組み

方がわからないから

その他
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【問８】現在の受動喫煙対策において加熱式たばこはどのように取り扱っていますか。 

 

○「通常のたばこ（紙巻きたばこ）と全く同様に取り扱っている」が 92.4％と最も高く、「加

熱式たばこは別扱いとしている」は 6.9％となった。 

 

 

（１）業種別 

「建設業」では「加熱式たばこは別扱いとしている」と回答した割合が 16.9％と全体より

高く、かつ最も高くなっている。 

 

上段：実数（ｎ）、下段：割合（％）

通常のたばこと全く同

様に取り扱っている

加熱式たばこは別扱い

としている
無回答 合計

364 27 3 394

92.4 6.9 0.8 100.0

49 10 0 59

83.1 16.9 0.0 100.0

38 2 1 41

92.7 4.9 2.4 100.0

30 2 0 32

93.8 6.3 0.0 100.0

23 0 1 24

95.8 0.0 4.2 100.0

53 4 0 57

93.0 7.0 0.0 100.0

25 2 0 27

92.6 7.4 0.0 100.0

90 4 0 94

95.7 4.3 0.0 100.0

22 2 1 25

88.0 8.0 4.0 100.0

17 0 0 17

100.0 0.0 0.0 100.0

17 1 0 18

94.4 5.6 0.0 100.0

娯楽業

その他

　

全体

業

種

建設業

製造業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

宿泊業

飲食業

洗濯・理容・

美容・浴場業
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92.4

83.1

92.7

93.8

95.8

93.0

92.6

95.7

88.0

100.0

94.4

6.9

16.9

4.9

6.3

7.0

7.4

4.3

8.0

5.6

0.8

2.4

4.2

4.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

建設業

製造業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

宿泊業

飲食業

洗濯・理容・

美容・浴場業

娯楽業

その他
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（２）従業員数別 

「20人未満」で「加熱式たばこは別扱いとしている」と回答した割合が 9.4％と全体より

高く、かつ最も高くなっている。 

   上段：実数（ｎ）、下段：割合（％）

通常のたばこと全く

同様に取り扱っている

加熱式たばこは

別扱いとしている
無回答 合計

364 27 3 394

92.4 6.9 0.8 100.0

239 25 3 267

89.5 9.4 1.1 100.0

90 0 0 90

100.0 0.0 0.0 100.0

22 2 0 24

91.7 8.3 0.0 100.0

13 0 0 13

100.0 0.0 0.0 100.0
100人以上

50人以上100人未満

20人以上50人未満

20人未満

　

全体

従

業

員

数

92.4

89.5

100.0

91.7

100.0

6.9

9.4

8.3

0.8

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

20人未満

20人以上

50人未満

50人以上

100人未満

100人以上
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 （３）（「２.加熱式たばこは別扱いとしている」と回答した事業所が対象） 

理由を教えてください。（複数回答可） 

「副流煙がでないと言われているから」が 40.7％と最も高く、次いで「害が少ないと言わ

れているから」が 25.9％となった。 

 

  上段：実数（ｎ）、下段：割合（％）

回答対象事業所数
副流煙がでないと

言われているから

害が少ないと言わ

れているから
喫煙者からの要望

非喫煙者からの

要望
その他

27 11 7 5 1 3

100.0 40.7 25.9 18.5 3.7 11.1

40.7

25.9

18.5

3.7

11.1

0% 10% 20% 30% 40% 50%

副流煙がでないと

言われているから

害が少ないと

言われているから

喫煙者からの要望

非喫煙者からの要望

その他
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【問９】受動喫煙対策のルールは守られていますか。 

 

○「守られている」が 90.4％を占めている。 

 

 

（１）業種別 

「建設業」及び「宿泊業」で「あまり守られていない」と回答した割合が、それぞれ 18.6％、

18.5％と全体より高くなっている。 

  

上段：実数（ｎ）、下段：割合（％）

守られている
あまり守られて

いない

全く守られてい

ない
無回答 合計

356 34 3 1 394

90.4 8.6 0.8 0.3 100.0

47 11 1 0 59

79.7 18.6 1.7 0.0 100.0

34 6 1 0 41

82.9 14.6 2.4 0.0 100.0

32 0 0 0 32

100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

21 3 0 0 24

87.5 12.5 0.0 0.0 100.0

53 3 0 1 57

93.0 5.3 0.0 1.8 100.0

22 5 0 0 27

81.5 18.5 0.0 0.0 100.0

90 4 0 0 94

95.7 4.3 0.0 0.0 100.0

25 0 0 0 25

100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

17 0 0 0 17

100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

15 2 1 0 18

83.3 11.1 5.6 0.0 100.0

娯楽業

その他

　

全体

業

種

建設業

製造業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

宿泊業

飲食業

洗濯・理容・

美容・浴場業
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90.4 

79.7 

82.9 

100.0 

87.5 

93.0 

81.5 

95.7 

100.0 

100.0 

83.3 

8.6 

18.6 

14.6 

12.5 

5.3 

18.5 

4.3 

11.1 

0.8 

1.7 

2.4 

5.6 

0.3 

1.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

建設業

製造業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

宿泊業

飲食業

洗濯・理容・

美容・浴場業

娯楽業

その他
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（２）従業員数別 

「20人未満」で「守られている」と回答した割合が 86.9％と全体より低く、かつ「全く

守られていない」と回答した全ての企業が「20 人未満」であるなど、従業員数が少ない

企業で受動喫煙対策ルールの遵守率が低い傾向が見られる。 

  

上段：実数（ｎ）、下段：割合（％）

守られている
あまり守られて

いない

全く守られてい

ない
無回答 合計

356 34 3 1 394

90.4 8.6 0.8 0.3 100.0

232 31 3 1 267

86.9 11.6 1.1 0.4 100.0

88 2 0 0 90

97.8 2.2 0.0 0.0 100.0

24 0 0 0 24

100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

12 1 0 0 13

92.3 7.7 0.0 0.0 100.0

　

従

業

員

数

全体

100人以上

50人以上100人未満

20人以上50人未満

20人未満

90.4

86.9

97.8

100.0

92.3

8.6

11.6

2.2

7.7

0.8

1.1

0.3

0.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

20人未満

20人以上

50人未満

50人以上

100人未満

100人以上
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【問 10】貴事業所の喫煙対策を進めるにあたり、行政や医療機関等に望むことはありますか。 

（複数回答可） 

 

○要望のうち最も割合が高いのは「事業所の喫煙対策のための助成金等」で 27.2％、次いで

「喫煙の健康影響などに関するポスターやリーフレットの提供」が 24.4％、「加熱式たばこに 

関する情報提供」が 21.3％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「その他」の主な回答： 

・喫煙者が違反した場合の罰則強化。 

・加熱式たばこを含めた禁煙推進。 

・具体的な健康被害の PR。 

・更なる増税。その増税分を喫煙対策助成金に。 

24.4

21.3

12.2

1.3

6.1

27.2

10.2

2.0

6.3

0.8

38.6

1.5

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

喫煙の健康影響などに関する

ポスターやリーフレットの提供

加熱式たばこに関する情報提供

効果的な喫煙対策に関する参考事例の提供

喫煙対策の取り組みに関する個別相談

・実地支援（空気環境測定など）

喫煙専用室の技術要件等の情報提供

事業所の喫煙対策のための助成金等

受動喫煙防止のための条例等の制定

禁煙外来を実施している医療機関の紹介

禁煙希望者に対する禁煙サポートの実施支援

喫煙や禁煙に関する研修会等の講師派遣

特になし

その他

実数（ｎ） 割合（％）

回答対象
事業所数 394 100.0

喫煙の健康影響などに関するポスターやリーフレットの提供 96 24.4

加熱式たばこに関する情報提供 84 21.3

効果的な喫煙対策に関する参考事例の提供 48 12.2

喫煙対策の取り組みに関する個別相談・実地支援（空気環境測定など） 5 1.3

喫煙専用室の技術要件等の情報提供 24 6.1

事業所の喫煙対策のための助成金等 107 27.2

受動喫煙防止のための条例等の制定 40 10.2

禁煙外来を実施している医療機関の紹介 8 2.0

禁煙希望者に対する禁煙サポートの実施支援 25 6.3

喫煙や禁煙に関する研修会等の講師派遣 3 0.8

特になし 152 38.6

その他 6 1.5
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Ⅳ 資料 
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